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会議名 平成２３年度第１回宇治市情報公開審査会 

日時 平成２３年４月２７日（水） 午前９時３０分～１１時００分 

場所 宇治市役所 ６階 ６０２会議室 

出席者 （委  員）毛利会長 橋本委員 上田委員 吉田委員 松委員 

（事 務 局）本城広報課長 上道広報課主幹 倉辻広報課主任 玉井広報課主任 

（傍 聴 者）１人 

１ 開会 

審査会は、報告事項である「情報公開条例施行規則改正について」を公開で審議し、審

議事項である「公文書部分公開決定に係る異議申立てについて（市長交際費部分公開決定

事案及び住民訴訟（Ａ・Ｂランク）部分公開決定事案）」については、情報公開条例第２５

条の規定により非公開で行われた。 

 

２ 本日の手順及び資料の説明について（事務局） 

 ⑴ 本日の手順について（事務局） 

  ア 情報公開条例施行規則改正について（報告事項） 

   ・改正文の検討 

   ・新旧対照表の検討 

  イ 市長交際費部分公開決定事案（審議事項） 

   ・答申案の検討 

  ウ 住民訴訟（Ａ・Ｂランク）部分公開決定事案（審議事項） 

   ・主張対照表の検討 

   ・他市の答申事例の検討 

   ・損害賠償請求（Ａ・Ｂランク）調査事項一覧の検討 

 ⑵ 資料説明（事務局） 

   事務局より、主張対照表の説明、他市の答申事例や判例について説明が行われた。 

 

３ 報告事項 情報公開条例施行規則改正について 

⑴ 事務局より、情報公開条例施行規則改正についての資料の説明が行われた。 

⑵ 質疑応答 

（委 員） 宇治市が出資している法人について条例第２８条第１項の中で、情報公開につ

いて必要な措置を講じるよう努めなければいけないという義務がかかっているの

で、その対象法人を定める規則が情報公開条例施行規則である。その法人に実質

的な変更はなく、公益財団法人になったということである。公益財団法人になっ

たから、より情報公開をすることはあるのか。 

（事務局） 条例第２８条に実施機関が指導に努めなければならないとなっており、相談等

も結構ある。 

（委 員） 基本的には相手の法人の名称が変わったということである。 



 
 

平成２３年度第１回宇治市情報公開審査会会議録 

2 
 

４ 審議事項 公文書部分公開決定に係る異議申立てについて（市長交際費部分公開決定事

案） 

⑴ 事務局より、答申案についての説明が行われた。 

⑵ 質疑応答が行われた。 

 

５ 審議事項 公文書非公開決定に係る異議申立てについて（住民訴訟（Ａ・Ｂランク）部

分公開決定事案） 

⑴ 事務局より、主張対照表についての説明が行われた。 

⑵ 質疑応答が行われた。 

⑶ 事務局より、他市の答申事例についての説明が行われた。 

⑷ 質疑応答が行われた。 

⑸ 事務局より、損害賠償請求調査事項一覧についての説明が行われた。 

⑹ 質疑応答が行われた。 

 

６ その他連絡事項等について 

  次回日程の確認と開催場所を報告した。また、第３回目の審査会の日程についても決定

した。 

    

７ 閉会 

 

                 （会長署名） 

 

 

今回の審査会は、審議内容に情報公開条例第６条第２号の非公開情報が含まれているた

め、会議録（全体版）とは別に会議録（公開用）を作成し公開しています。 
 
 


